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1. はじめに 

 

研究開発の評価は、研究開発活動の効率化・活性化を図り、優れ

た成果の獲得や研究者の養成を推進し、社会・経済への還元等を図

るとともに、国民に対して説明責任を果たすために極めて重要な活動

である。中でも、大規模な研究開発その他の国家的に重要な研究開

発については、国の科学技術政策を総合的かつ計画的に推進する観

点から、総合科学技術会議が自ら評価を行うこととされている（内閣

府設置法 第 26 条）。 

 

これに対応し、総合科学技術会議では、新たに実施が予定される

国費総額が約 300 億円以上の研究開発について評価を行い、その

結果を公開するとともに、評価結果を推進体制の改善や予算配分に

反映させることとしている。評価にあたっては、あらかじめ評価専門調

査会が、必要に応じて専門家・有識者の参加を得て、府省における評

価の結果も参考に調査・検討を行い、総合科学技術会議はその報告

を受けて結果のとりまとめを行うこととしている。 

 

「地域イノベーション協創プログラム」は、平成 20 年度予算概算要

求において経済産業省が新たに実施することとしたプログラムであり、

平成 20 年度予算概算要求額 92.0 億円（うち研究開発事業分 74.3

億円）、平成 20 年度から平成 24 年度までの 5 年間の国費総額

549.5 億円（同約480 億円）を見込む大規模新規研究開発を含む複

数の事業で構成される。総合科学技術会議では、評価専門調査会に

おいて当該分野の専門家・有識者を交えて調査・検討を行い、その結

果を踏まえて評価を行った。 

 

本報告書は、その評価結果をとりまとめたものである。総合科学技

術会議は、本評価結果を関係大臣に通知し、推進体制の改善や予

算配分への反映を求めるとともに、その実施状況をフォローすることと

する。 
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2. 評価の実施方法 

 

（１） 評価対象 

『地域イノベーション協創プログラム』 【経済産業省】 

 

○全体計画： 平成 20 年度から平成 24 年度までの 5 年間・国費

総額 549.5 億円（うち研究開発事業分約 480 億円）

《研究開発事業分に対する民間資金約 213 億円》 

 

○事業構成： 一般会計予算（科学技術振興費）による補助金* 

① イノベーション創出基盤形成事業（20 年度要求額 17.7 億円） 

～イノベーションのタネを「生み出し」、「育て」、「活用する」た

めの基盤の整備～ 

1) 地域イノベーション創出共同体形成事業（同 12.2 億円） 

研究機関等の相互連携、企業への技術相談の支援。 

2) 創造的産学連携体制整備事業（同 5.5 億円） 

大学、TLO 等の産学連携に向けた体制整備。 

② イノベーション創出研究開発事業(20 年度要求額 74.3 億円) 

～産学連携でタネを「生み出し」ビジネスモデルに「育てる」～ 

1) 地域イノベーション創出研究開発事業（同 54.3 億円） 

地方局を中心とした産学連携研究開発事業 

2) 大学発事業創出実用化研究開発事業(同 20.0 億円) 

NEDO を中心とした産学連携研究開発事業 

 

（２） 評価目的 

総合科学技術会議が実施する評価は、国の科学技術政策を総

合的かつ計画的に推進する観点から実施し、評価結果を関係大臣

に通知して、当該研究開発の効果的・効率的な遂行を促進するこ

とを目的とする。本評価はこの目的に沿って実施した。 

                                           

 
* 「地域イノベーション創出研究開発事業」の一部に委託調査事業を含む 
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（３） 評価者の選任 

評価専門調査会［参考 1］の有識者議員、専門委員数名が中心

になり、さらに外部より当該分野の専門家、有識者の参加を得て、

評価検討会を設置した［参考 2］。 

当該分野の専門家、有識者の選任においては、評価専門調査

会会長がその任に当たった。 

 

（４） 評価時期 

予算概算要求された大規模新規研究開発を含むプログラムを

対象とする評価であり、その結果を推進体制の改善や予算配分に

反映させる必要があるため、予算概算要求提出後、9 月より調査・

検討を開始し、年内に評価結論を得ることとした［参考 3］。 

 

（５） 評価方法 

① 過程 

・ 第 1 回評価検討会において、経済産業省の担当課長他から研

究開発等の概要についてヒアリングを行い[参考 5]、②の調査・

検討項目を念頭に問題点や論点候補について議論した。これ

を踏まえ、評価検討会委員から提出された追加説明依頼事項

について、経済産業省へ対応を依頼した。 

・ 第 2 回評価検討会において、追加説明依頼事項についてヒア

リングを行い[参考 6]、本プログラムにおける評価の論点[参考

4]を参考にして、問題点や論点に対する考え方を議論した。 

・ 第 1 回、第 2 回評価検討会での調査・検討内容を踏まえ、評

価検討会委員が評価コメントを提出した。 

・ 提出された評価コメントと評価検討会における調査・検討内容

に基づき、評価報告書原案を作成した。 

・ 評価専門調査会において、評価報告書原案を基に評価報告

書案を検討し、総合科学技術会議本会議において審議の上、

決定した。 
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② 調査・検討項目 

評価検討会では、下記項目について経済産業省から説明を受

けて調査・検討を行った。なお、その際、本プログラムの特徴に鑑

み特に項目 B、D、E に重点を置いた。 

 

A. 科学技術上の意義 

科学技術上の目的・意義・効果。 

B. 社会・経済上の意義 

社会・経済上の目的・意義・効果。 

C. 国際関係上の意義 

国際社会における貢献・役割分担、外交政策との整合性、

及び国益上の意義・効果。 

D. 計画の妥当性 

目標・期間・資金・体制・人材や安全・環境・文化・倫理

面等からの妥当性。 

E. 運営等 

事前評価の実施状況、評価結果の反映の仕組等。 

 

 

③ その他 

評価検討会は非公開としたが、資料は検討会終了後に公表し

た。また、議事概要については要旨を作成し、発言者による内容

確認後に公表した。 
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3. 評価結果 

グローバル化による国際競争の激化が地域経済に多大な影響を及

ぼしている中で、地域経済の自立的発展を促すためには、科学技術

による絶え間のないイノベーションにより、新事業・新産業を創出してい

くことが重要となっている。このために、地域の強みや地域資源を基盤

としながら、地域におけるイノベーションの連鎖を効率的に産み出して

いくことを目指して、産学官が一体となって地域科学技術クラスターの

形成を推進する取組が行われてきている。 

 

このような取組の中で、地域における研究開発資源の有効活用を

図るための体制や、大学やＴＬＯにおける知財の管理・活用や共同研

究を推進する体制の整備等により、研究開発に取り組む大学や公的

研究機関、企業等の間の連携が図られてきたが、それらの中には、地

域ごとには差はあるものの、総じて研究機関や支援機関の連携が不

十分、技術的課題を抱える企業へのサービスが不十分であるといった

課題や、大学の潜在力を引き出す上で不可欠な知財体制を含めた

産学連携体制が、特に地方の中小大学で不十分であるといった課題

がある。 

また、これまで実施されてきた「地域新生コンソーシアム研究開発

事業」等の研究開発支援事業においては、事業化率の伸び悩みが課

題とされている。 

 

「地域イノベーション協創プログラム」は、このような状況に対処する

ために、「イノベーション創出基盤形成事業」と「イノベーション創出研

究開発事業」を一体化したプログラムである。「イノベーション創出基盤

形成事業」は、地域のイノベーションを担う公的研究機関や大学、TLO

等が、全国の 8 つのブロックごとに広域的な共同体を構築し、各機関

の有する設備機器等の研究資源の相互利用や、企業からの研究開

発相談に対するワンストップサービスの提供を促進するものである。ま

た、「イノベーション創出研究開発事業」は、これまで実施してきた「地

域新生コンソーシアム研究開発事業」と「大学発事業創出実用化研

究開発事業」を組み替えて新たに実施するもので、産学官が連携して
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共同で実施する、実用化を目的とするリスクの高い研究開発を支援す

る事業である。本事業のうち「地域イノベーション創出研究開発事業」

においては、学の先端的知見と産の技術化経験を融合して新技術を

創出できる相乗効果を一層奨励し、さらに研究開発資金の支援方式

をこれまでの委託から補助金にする制度変更を行うことを計画してい

る。一方、「大学発事業創出実用化研究開発事業」においては、本年

度より研究管理主体に個別企業を加えることを可能にして研究管理

主体の責任を明確化する、等の制度変更が既に実施されている。こ

れらの取組により、研究開発参加者の開発意欲を奨励し、責任を明

確にして実用的研究開発の成功率を高め、さらに提案書に研究開発

終了後の事業化計画を明示させ、その実施を国がフォローすること等

により、事業化の可能性を向上させることを目標としている。 

 

地域活性化に向けた科学技術施策については、平成 18 年 3 月に

策定された第 3 期科学技術基本計画において、地域における国の公

的研究機関に対し、大学等との連携により地域産業のニーズに対応し

ていくことが期待されている。また、地方公共団体の公設試験研究機

関に対しては、地域の産学官連携に効果的な役割を果たすことが期

待されるとしている。平成 19 年 6 月に策定された、長期戦略指針「イ

ノベーション 25」の中では、地域におけるクラスター形成の支援、及び

広域連携やネットワークの強化を推進することとしている。 

 

本プログラムは上記の計画と指針を受けて実施され、地域のイノ

ベーション創出を加速することが期待されるものである。地方の再生が

主要な政策課題となっている現在、本プログラムの実施の必要性・緊

急性は高く、また、事業化の一層の促進を図る制度設計となっている

ことから、以下に示す事項に取り組みつつ、本プログラムを実施するこ

とが適当である。 
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① 地域科学技術クラスター関連施策をはじめとする、科学技術を

振興して地域の発展に結びつける各種施策との共同による相乗

効果の発揮 

科学技術による地域活性化に関する施策は、地域の社会・

経済基盤の形成やその活性化促進を図る上で重要な施策であ

る。このため、地域科学技術クラスター関連施策の他、地域にお

ける研究基盤整備や研究開発促進等の地域科学技術振興施

策、戦略的基盤技術高度化支援事業等の中小企業振興施策、

資金融通・信用保証等の事業化支援施策等が、各府省によっ

て推進されている。 

本プログラムは、技術シーズの実用化促進による事業化率の

向上を目標としていることから、これらの関連施策との相互連

携・協力が不可欠である。 

そこで、経済産業省は、総合科学技術会議において推進して

いる地域科学技術クラスター連携群等の各府省間の連携や調

整のための取組の中で、関連施策との共同による相乗効果が発

揮されるよう、共同体形成の準備段階、及び研究開発支援の制

度設計段階からの相互連携・協力を強化すべきである。 

また、「イノベーション創出基盤形成事業」のうち「地域イノベー

ション創出共同体形成事業」においては、実用化研究開発等に

関して企業へのワンストップサービスを提供していくこととしている

が、研究開発終了後の事業化支援がより円滑に行われるよう、

事業化関連施策との相互連携・協力を強化すべきである。 

 

② 開発期間、技術適合性、コスト等の事業化要件における企業

ニーズと技術シーズの高精度のマッチング 

本プログラムにおける事業化率の目標は、これまで実施してき

た「地域新生コンソーシアム研究開発事業」及び「大学発事業

創出実用化研究開発事業」の実績を上回るものとなっている。

本目標を達成するために、「地域イノベーション創出研究開発事

業」においては、資金援助の方式を委託から補助金に切り替え

て研究管理主体の事業化に対するインセンティブを高めること



 

8 

等を計画している。 

これに加え、研究開発成果を確実に事業に結びつけるために、

事業化時期と研究開発に要する期間の整合性、製品仕様に対

する開発技術の適合性、開発及び事業化に要するコストの採算

性等をあらかじめ検証し、これらの事業化要件を満たす研究開

発課題を推進することが重要である。 

このためには、企業の技術課題解決に向けてコンサルティン

グを行うに際し、このような事業化に必須の要素を具体化する観

点で適切な助言が行われ、これに基づいた支援が行われるよう、

豊富な経験や多彩な知識を有するコーディネータの配置を行う

べきである。また、支援対象とする研究開発課題の採択等にあ

たっては、企業ニーズにマッチした技術を優先して選択する観点

で審査を行うべきである。 

 

③ 地域の強みを活かし、国際競争力のある事業・産業の創出を導

く研究開発の推進 

本プログラムを構成する「イノベーション創出研究開発事業」

のうち「地域イノベーション創出研究開発事業」については、地域

ごとに支援対象課題の審査・決定等を行うとしているが、研究開

発成果を、将来、国際競争力のある事業に結びつけ地域産業と

して発展させるためには、地域内の応募課題の優劣のみならず、

全国的にみて事業化に繋がる可能性等が高い課題が採択され

るようにすることが重要である。 

したがって、研究開発課題の採択審査においては、地域の産

業特性と研究基盤を基礎に、必要に応じて地域外との連携をも

可能とする地域横断的な視点での審査に基づいて真に優秀な

課題を選択する観点や、国際競争力の視点に立ち強み技術を

さらに強化していく観点で、適切な採択審査を行うべきである。 




